
別表

事　業　名 細事業名 事　業　内　容 助成対象者※ 助　成　要　件 助　成　率 助　成　額

農業学生海外
研修支援事業

海外研修を行う農業高校生等に研修費の一
部を支援する。

就農意欲のある栃
木県内の農業高校
生等

栃木県学校農業クラブ
連盟等が主催する研修

定額 １人当たり２万
円以内

海外長期研修
支援事業

海外長期研修を行う青年農業者等に研修費
の一部を支援する。

農業に従事してい
る青年、若しくは
研修終了後農業に
従事することが確
実な青年であり、
知事等の推薦が
あった者

・(公社)国際農業者交
流協会が主催する研修
・自己の知識、技術の
向上が図られ、今後の
活動が促進される研修
・研修期間は概ね１年
以上
・同一人に対し１回限
り

定額 ・アメリカ、ス
イスは１人当た
り
２０万円以内
・上記以外の国
は１人当たり
２５万円以内

海外短期派遣
研修事業

青年農業者等の海外短期派遣研修を実施
し、研修費の一部を支援する。

農業に従事してい
る青年又は県内に
就農することに対
して強い意欲を
持っている学生等
（高校生は除く）
であって、研修後
も農業の担い手と
して期待できる者

過年度に同事業により
海外短期研修に参加し
た者は、研修終了後２
か年を経過しているこ
と

事業費の
２／３以内

－

担い手チャレ
ンジ支援事業

経営発展活動
支援事業

青年農業者等が行う次に掲げる調査研究活
動を支援する。
１　新規性または地域への波及効果が期待
できる調査研究
(1)農畜水産物の新品種の育成
(2)県内で導入事例のない農業施設や機械の
改良
(3)県内で導入事例のない栽培技術、飼育、
加工技術の開発
(4)地域の農畜水産物の新たなオリジナルレ
シピの開発
(5)地域の特産物や加工品を創出し、地域農
業の発展につながる調査研究
(6)その他、地域における課題について、課
題解決のための新たな調査研究
２　栃木県が重点的に推進する農政課題
テーマについて、県と共同で行う新規性の
ある調査研究
　農政課題テーマは「とちぎグリーン農
業」とし、「とちぎグリーン農業推進方針
（令和5（2023）年3月）」に示された取組
方策に基づくものなどとする。

・農業に従事して
いる青年農業者及
び青年農業者グ
ループ
・農業に関する研
究または調査を行
う農業高校生等グ
ループ

・事業着手から事業終
了までの期間を１件と
して対象
・成果概要を公社の
ホームページ等で公表
すること
・青年農業者及び青年
農業者グループは、プ
ロジェクト発表会等に
おいてプロジェクト発
表を行い、広く周知す
ること

事業費の
８０％以内

（青年農業者・
青年農業者グ
ループ）
・１事業当たり
４０万円以内
　
（農業高校生グ
ループ）
・１事業当たり
１０万円以内

組織活動支援
事業

青年農業者等の組織が行う次に掲げる活動
を支援する。
１　組織活動
　　集団活動の促進、仲間づくり活動の活
性化、就農に向けた意識啓発活動、青年農
業者等の資質の向上等
２　婚活推進活動
　　婚活イベント等の開催を支援し、青年
農業者等の婚活を推進する。

青年農業者等が自
ら組織する県段階
の集団

・組織の目的が農業及
び農家生活等に関する
解題解決に取り組む集
団
・規約を設け、計画に
基づき積極的な活動を
行う集団
・青年農業者等の組織
が主催する活動

事業費の
８０％以内

（県段階組織）
１　１００万円
以内
２　２０万円以
内

青年農業者地
域貢献支援事
業

青年農業者等の組織が行う次に掲げる活動
を支援する。
１　地域貢献活動
　　青年農業者等の組織が行う、地域に対
する奉仕活動や活性化活動、農業の理解促
進活動等
２　婚活推進活動
　　婚活イベント等の開催を支援し、青年
農業者等の婚活を推進する。

青年農業者等が自
ら組織する地区及
び市町段階の集団

・過年度に同事業の助
成金の交付を受けてい
ない活動、または、過
年度から発展的な活動
であること
・組織の利益につなが
る活動でないこと
・青年農業者等の組織
が主催する活動

事業費の
８０％以内

（地区段階組
織）
１　５万円以内
２　１５万円以
内
（市町段階組
織）
１　３万円以内
２　１０万円以
内

全国技術交流
派遣事業

県外青年農業者等との交流を行い、技術の
向上及び経営者としての資質の向上を図る
ため、全国組織等が行う研修会等に派遣す
る青年農業者等の組織を支援する。

青年農業者等が自
ら組織する県段階
の集団

・全国農業青年クラブ
連絡協議会、関東ブ
ロック農村青少年クラ
ブ連絡協議会等が主催
する研修
・研修会等の参加に必
要な経費（資料代、会
場使用料、交通費、昼
食代、宿泊費等）とす
る。ただし、アルコー
ルの提供を伴う交流会
費は対象外とする。

定額

－

いきいき農
業・農村情報
発信事業

青年農業者と
消費者の交流
促進支援事業

県内の青年農業者が一堂に会し、消費者に
農業・農村の素晴らしさ等の情報発信を行
い、消費者との交流を深めるための活動を
行う青年農業者等の組織を支援する。

青年農業者者等が
自ら組織する県段
階の集団

・青年農業者が農業・
農村の素晴らしさ等の
情報を消費者に発信
し、青年農業者と消費
者の交流を深めるため
の活動

事業費の
８０％以内

３０万円以内

国際化対応サ
ポート事業

組織活動サ
ポート事業

※助成対象者は１８歳から４５歳未満


